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ベ
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談

就
　
　
職

くらしの情報

利
用
く
だ
さ
い
！

　
「
つ
い
、
う
っ
か
り
」
の
納
付

忘
れ
を
防
止
で
き
る
だ
け
で
な
く
、

一
度
申
し
込
み
を
す
れ
ば
、
納
付

に
行
く
手
間
が
省
け
便
利
で
す
。

口
座
振
替
取
扱
金
融
機
関

　
足
利
銀
行
、
栃
木
銀
行
、
み
ず

ほ
銀
行
、
足
利
小
山
信
用
金
庫
、

宇
都
宮
農
業
協
同
組
合
、
小
山
農

業
協
同
組
合
、
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
、

三
井
住
友
銀
行
（
※
三
井
住
友
銀

行
は
保
険
料
除
く
）
の
本
・
支
店

※
市
内
の
支
店
に
は
、
申
込
用
紙

を
備
え
付
け
て
あ
り
ま
す
。

※
市
外
で
の
申
し
込
み
で
用
紙
が

必
要
な
方
は
、
郵
送
い
た
し
ま
す

の
で
税
務
課
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ
先

　
税
務
課

　
☎（
32
）８
８
９
３

３
月
は
県
内
一
斉
地
方
税

滞
納
整
理
強
化
月
間
で
す

　
～
県
内
一
斉
に
滞
納
整
理
の
強

化
に
取
り
組
み
ま
す
！
～

　
平
成
29
年
度
の
市
税
、
納
め
忘

れ
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？

　
今
年
度
の
市
税
に
つ
い
て
、
す

べ
て
の
納
期
限
（
普
通
徴
収
、
た

だ
し
随
時
分
除
く
）
が
過
ぎ
ま
し

た
。

　
納
期
限
を
一
定
期
間
過
ぎ
る
と
、

督
促
状
、
催
告
書
等
に
て
通
知
を

し
ま
す
。
必
ず
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　
納
付
が
遅
れ
る
と
、
督
促
手
数

料
、
延
滞
金
が
加
算
さ
れ
た
り
、

差
押
等
の
滞
納
処
分
の
対
象
に

な
っ
た
り
し
ま
す
。

納
税
が
困
難
な
と
き
は
ご
相
談
く

だ
さ
い
。

　
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
て
納

期
内
に
納
付
す
る
こ
と
が
困
難
な

場
合
は
、納
期
限
を
延
長
（
猶
予
）

で
き
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
ま
ず

は
、
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

・
納
税
者
の
財
産
が
災
害
や
盗
難

に
あ
っ
た
と
き

・
納
税
者
や
家
族
が
疾
病
、
負
傷

し
た
と
き

・
事
業
を
廃
止
、
休
止
し
た
と
き

・
事
業
に
よ
り
著
し
い
損
失
を
受

け
た
と
き

新
年
度
の
市
税
は
口
座
振
替
を
ご

浄
化
槽
を
お
使
い
の
皆
様
へ

　
浄
化
槽
が
正
し
く
機
能
す
る
た

め
に
、「
保
守
点
検
」「
清
掃
」「
法

定
検
査
」を
実
施
す
る
こ
と
が「
浄

化
槽
法
」
に
よ
り
義
務
付
け
ら
れ

て
い
ま
す
。

保
守
点
検

　
浄
化
槽
の
機
能
を
維
持
す
る
た

め
に
機
器
類
の
調
整
・
消
毒
薬
の

補
充
等
の
保
守
点
検
を
年
に
3
～

4
回
以
上
実
施
し
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。
県
の
登
録
業
者
に
委
託

し
て
く
だ
さ
い
（
種
類
や
大
き
さ

に
よ
っ
て
回
数
は
異
な
り
ま
す
）。

清
掃

　
浄
化
槽
内
に
汚
泥
が
溜
ま
る
と

臭
い
や
水
質
悪
化
の
原
因
に
な
り

ま
す
の
で
、
汚
泥
の
引
き
抜
き
等

を
年
に
1
回
以
上
行
わ
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。
市
で
許
可
さ
れ
て

い
る
業
者
に
委
託
し
て
く
だ
さ
い
。

法
定
検
査

　

保
守
点
検
・
清
掃
と
は
別
に
、

指
定
検
査
機
関
に
よ
る
次
の
２
つ

の
検
査
を
必
ず
受
け
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。指
定
検
査
機
関
ま
た
は

保
守
点
検
業
者
に
委
託
し
て
く
だ

さ
い
。

①
使
用
開
始
後
3
～
8
か
月
以
内

に
受
け
る
水
質
検
査

②
年
に
1
回
の
定
期
検
査

※
市
で
は
、
レ
セ
プ
ト
点
検
の
際
、

交
通
事
故
な
ど
に
よ
る
ケ
ガ
の
原

因
を
お
尋
ね
す
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
の
で
、
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま

す
。

※
法
令
違
反
に
よ
る
事
故
（
飲
酒
、

無
免
許
、
ス
ピ
ー
ド
違
反
）
な
ど
、

犯
罪
行
為
に
よ
る
ケ
ガ
や
病
気
の

場
合
は
、
い
か
な
る
理
由
が
あ
っ

て
も
保
険
診
療
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
ま
せ
ん
。

マ
ル
学
保
険
証
を
ご
存
知
で
す

か
？　

　
国
民
健
康
保
険
に
加
入
中
の
方

が
進
学
の
た
め
に
市
外
へ
転
出
さ

れ
る
場
合
、
学
生
用
の
被
保
険
者

証
を
交
付
し
ま
す
。

　
加
入
者
の
方
の
住
所
は
市
外
に

置
く
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
国
保

の
資
格
は
転
出
前
に
所
属
し
て
い

た
世
帯
の
加
入
者
と
し
て
取
り
扱

い
、
国
民
健
康
保
険
税
も
元
の
世

帯
で
の
課
税
と
な
り
ま
す
。
転
出

先
の
市
区
町
村
で
新
た
に
国
保
に

加
入
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
交
付
に
は
申
請
が
必
要
と
な
り

ま
す
の
で
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ
先

　
市
民
課

　
☎（
32
）８
８
９
５

■
問
い
合
わ
せ
先

　
下
水
道
課　

　
☎（
32
）８
９
１
２

　
栃
木
県
浄
化
槽
協
会

　
☎
０
２
８（
６
３
３
）１
６
５
０

国
民
健
康
保
険
か
ら
の

お
知
ら
せ

交
通
事
故
に
あ
っ
た
と
き
は
届
出

を
し
て
く
だ
さ
い

　

交
通
事
故
や
傷
害
事
件
な
ど
、

第
三
者
の
行
為
に
よ
っ
て
ケ
ガ
や

病
気
に
な
っ
た
場
合
で
も
、
国
民

健
康
保
険
の
被
保
険
者
証
を
使
っ

て
治
療
を
受
け
る
こ
と
は
で
き
ま

す
が
、
市
へ
の
「
第
三
者
の
行
為

に
よ
る
被
害
届
」
等
の
届
出
が
必

要
で
す
。
治
療
費
は
本
来
、
加
害

者
が
負
担
す
べ
き
も
の
で
す
の
で
、

一
時
的
に
国
保
が
立
て
替
え
、
後

日
、
栃
木
県
国
民
健
康
保
険
団
体

連
合
会
を
介
し
て
加
害
者
に
請
求

す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
第
三
者
の
行
為
に
よ
っ
て
国
保

で
治
療
を
受
け
た
場
合
は
、
速
や

か
に
届
出
を
お
願
い
し
ま
す
。
ま

た
、
す
ぐ
に
届
出
が
で
き
な
い
と

き
は
、
取
り
急
ぎ
お
電
話
等
で
ご

連
絡
を
お
願
い
し
ま
す
。

※
相
手
が
い
な
い
事
故
の
場
合
で

も
、
届
出
は
必
要
で
す
。

税
金
は
み
ん
な
の

生
活
を
支
え
る
費
用
で
す
。

必
ず
納
め
ま
し
ょ
う
！
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